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	高知県観光振興推進事業費補助金交付要綱

[中略]
第３条　補助対象事業及び補助率は、別表第１に定めるとおりとする。
２　補助をしようとする対象期間の属する年度の前々年度の補助事業者の法人決算により剰余金が存する場合は、別表第１により算定された金額から当該剰余金の額を引いて得た額を補助対象経費として、次条第１項の規定に基づいて申請するものとする。
[中略]
第５条　補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(１)　別表第１に掲げる補助事業の内容のうち次に掲げる事項に係る変更（予算化されているものを除く。）、補助金の増額、経費の配分等（同表に定める補助対象経費の科目に掲げる経費相互間の流用をする場合に限る。）をしようとする場合は、事前に別記第３号様式による事業変更（廃止・中止）承認申請書を提出して知事の承認を受けること。
ア　職員の新規雇用
イ　公用車の追加購入
ウ　間接補助事業の要件の変更
エ　アからウまでに掲げるもののほか、知事が必要
と認める事項
[中略]
(10)　県税の滞納がないこと。（納税義務がある場合に限る。）
[中略]
第９条　補助事業者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針（平成13年３月26日作成）に基づき観光物品等の調達に努めるものとする。
附則
１　この要綱は、平成14年４月１日から施行する。
２　この要綱は、平成31年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第５条第４号から第７号まで、第８条第３項及び第10条の規定は、同日以降もなお効力を有する。

附則

　この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

２　第４条の申請は、この要綱の施行の５日前から行うことができる。

附則

１　この要綱は、平成30年４月１日から施行する。

２　第４条の申請は、この要綱の施行の日の10日前から行うことができるものとする。
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[中略]

第３条　補助対象事業及び補助率は、別表第１に定めるとおりとする。
[中略]
第５条　補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(１)　補助事業の内容（別表第１に定める補助対象経費の内容に掲げる事業以外の事業を実施する場合に限る。）又は補助金の増額、経費の配分等（同表に定める補助対象経費の科目に掲げる経費相互間の流用をする場合に限る。）の変更をしようとする場合は、事前に別記第３号様式による事業変更（廃止・中止）承認申請書を提出して知事の承認を受けること。
[中略]
[追記]

第９条　補助事業者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき観光物品等の調達に努めるものとする。
附則
１　この要綱は、平成14年４月１日から施行する。
２　この要綱は、平成30年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、第５条第４号から第７号まで、第８条第３項及び第10条の規定は、同日以降もなお効力を有する。

附則

　この要綱は、平成29年４月１日から施行する。

２　第４条の申請は、この要綱の施行の５日前から行うことができる。

[追記]




